
◎諮問内容

１　県が目指す保険税率統一に向けての令和５年度の国民健

　　康保険税の改定について

２　国民健康保険特別会計の基盤安定の確保について

令和５年度国民健康保険税の改定案の概要について

資産割の段階的引き下げ・解消を行い、一定の繰越金または基金の確保ができる国保税
改定が必要。
しかし、保険加入者は減少する見込みであるため、できるだけ基金には手をつけず令和5年
予算を決算したい。

　ご提案
　　　　　　　　　　　　必要最小限の改定
　　国保税を構成している所得割、資産割、均等割、平等割のうち
　　　資産割率のみ現行の1/5（令和９年度までの年数割）減額
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